
職
務
の
級 

職
務 

二
級 

主
任
実
習
助
手
の
職
務 

主
任
寄
宿
舎
指
導
員
の
職
務 

 

職
務
の
級 

職
務 

一
級 

専
門
員
の
職
務 

二
級 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
専
門
員
の
職
務 

三
級 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
専
門
員
の
職
務 

四
級 

主
任
専
門
員
の
職
務 

 

規

則 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育

委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

「
正
規
の
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
第
七
号
中
「
競
争
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
級
別
職
務
分
類
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

条
例
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
級
別
基
準
職
務
表
の
基
準
と
な
る
職
務
と
そ
の
複
雑
、
困
難

及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
は
、
次
項
に
掲
げ
る
級
別
職
務
分
類
表
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
。 

第
三
条
第
二
項
中
「
級
別
標
準
職
務
表
」
を
「
級
別
職
務
分
類
表
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二 

削
除 

 

第
十
六
条
第
一
項
本
文
中
「
そ
の
者
」
の
下
に
「
（
勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
者
に
限
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一 

教
育
職
給
料
表
㈠
級
別
職
務
分
類
表 

    

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
二 

削
除 

 

別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
三 

学
校
栄
養
職
給
料
表
級
別
職
務
分
類
表 

     



「 

」 

」 

」 

」 

「 職
務
の
級 

職
務 

一
級 

専
門
員
の
職
務 

二
級 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
専
門
員
の
職
務 

三
級 

主
任
専
門
員
の
職
務 

 

61
62
62
62
62

62
62
62
63
63
63
63
63
63
63

別
表
第
四 

事
務
職
給
料
表
級
別
職
務
分
類
表 

     

別
表
第
九
の
一
大
学
卒
の
部
４
大
学
六
卒
の
項
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
欄
⑴
中
「
又
は
」
の
下

に
「
薬
学
若
し
く
は
」
を
加
え
、
同
表
の
四
中
学
卒
の
部
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
欄
⑴
中
「
中
学

校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。 

 

 

別
表
第
十
一
の
備
考
第
六
号
⑵
中
「
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
（
」
を
「
独

立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
（
旧
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
、
」

に
改
め
、
同
号
⑶
及
び
⑷
中
「
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
」
を
「
独
立
行
政
法

人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
十
七
イ
の
表
中 

 
を 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
十
七
ハ
の
表
中 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
十
七
の
改
正

規
定
及
び
次
項
か
ら
附
則
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
初
任
給

規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
十
七
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

３ 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
日

の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇

給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ

38
39
40
41
41
42
42
43
43
44

37
38
38
39
39
40
40
41
42
43

62
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
63
64
64
64

「 

「 

」 

「 「 

「 

」 

94
94
95
95

93
94
94
94



っ
た
職
員
の
う
ち
、
改
正
後
の
初
任
給
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
が
改
正
前
の
初
任
給
規
則
の

規
定
に
よ
る
号
給
に
達
し
な
い
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て

は
、
改
正
後
の
初
任
給
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
初
任
給
規
則
の
規
定
に
よ
る

号
給
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給

又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ

た
職
員
の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
改
正
後
の
初
任
給
規
則
第
三
条
の
適
用
に
関
す
る
特
例
） 

５ 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
職
員
の
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
に
お
け
る
職
務
の
級
は
、

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第

三
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
及
び
改
正
後
の

初
任
給
規
則
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
に
当
該
職
員
が

属
し
て
い
た
職
務
の
級
と
す
る
。 

６ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
降
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
の
う
ち
、

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡
上
同
様
の
措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
職
員
の
当
該
適
用
の
日
に
お
け
る
職
務
の
級
は
、
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
及
び
改

正
後
の
初
任
給
規
則
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
に
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
定
め
ら
れ
た
職
務
の
級
と
す
る
。 


